
初めての

参加費無料

対象業種はこちら

特定技能制度による

概要と手続き方法を知ることで外国人雇用の選択肢が広がります

14:00 - 16:001月 日28 (火)

人手が足りない！と諦める前に人手が足りない！と諦める前に

FAX
お問い合わせ 川口商工会議所　経営支援課

T E L  048-228-2220 048-228-2221

講演【第1部】
外国人雇用に伴う在留手続と特定技能制度

行政書士

有坂 良太 氏
有坂行政書士事務所　代表

外国⼈雇⽤セミナー
申込前にこちらを
ご確認ください↓

会場：川口商工会議所7階会議室（川口市本町4-1-8 川口センタービル7階）
対象：中小・小規模事業者　※上記対象業種及び関連業種　※会員・非会員問わず
内容：外国人雇用時の在留手続、特定技能制度、社会保険などの手続きについて
主催：川口商工会議所（チーム・かわビズ 士業専門団体連携推進会議）

講演【第２部】
外国人雇用時の社会保険等

家業の鋳物工場の経営に携わった後に、
金融機関で確定拠出年金の投資教育業
務、経営コンサルタントとして製造業の業績
改善及び事業再生の支援を行い、2009
年に開業。中小企業の労務管理、退職
金制度のコンサルティング及び資産運用セミ
ナー、相談業務等、幅広く活動している。

社会保険労務士

阪尾 進 氏
阪尾コンサルティング事務所　代表

申込票 （FAX：048-228-2221）

会　社　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

参加者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電 話 番 号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

業　　　種：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こちらからも申込できます

締切 1月24日

1994年大学卒業後、韓国系企業の日本法人
で企画、広報担当として勤務。その後、司法
分野の通訳業（韓国語）等を経て2009年行
政書士事務所を開業し、外国人の在留資格や
帰化申請などの国際業務を主たる業務とする。
都内外国語専門学校にて非常勤講師を兼務。
埼玉県行政書士会　理事・国際部部員

【制度改正等の課題解決環境整備事業】

定員50名


